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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指定された撮影条件で撮影動作を行う撮像装置であって、
　当該撮像装置の所定位置に所定の操作部を備え、
　前記撮影動作を行う際の前記撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの値を第１の値
と第２の値の範囲内で任意に調整する撮影パラメータ調整手段と、
　撮影モードの中の複数の撮影モード種のうち、ユーザ操作によって任意の撮影モード種
を選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択される撮影モード種毎に、前記第１の値と第２の値の範囲内
であって該第１の値と第２の値を含まない範囲内に前記撮影パラメータの基準値を規定す
る基準値規定手段と、
　前記撮影パラメータ調整手段によって任意に調整されている撮影パラメータを、前記所
定の操作部であって、前記選択手段によりユーザ操作によって選択される撮影モード種に
よらず共通である所定の操作部に対するユーザによる１回の操作が行われた際に、前記選
択手段によりユーザ操作によって選択されている撮影モード種に対応して前記基準値規定
手段により規定されている基準値に変更する変更手段と、
　を備え、
　前記所定の操作部は、電源オン後に設定される前記撮影動作を実行可能な撮影モードに
おける任意のタイミングで、前記変更手段により前記撮影パラメータを前記基準値に変更
するためのものである、
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　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記変更手段は、更に電源オン操作又は現在のモードを前記撮影モードに移行させる撮
影モード移行操作が行われた際に、前記撮影パラメータを前記選択手段によりユーザ操作
によって選択されている撮影モード種に対応して前記基準値規定手段により規定されてい
る基準値に変更する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記基準値規定手段は、ユーザ操作によって任意に設定された値を前記撮影モード種毎
の基準値として規定する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　ライブビュー画像を解析する解析手段と、
　撮影モードの中の複数の撮影モード種のうち、前記解析手段により解析された解析結果
に応じて撮影モード種を設定する撮影モード種設定手段と、
　を更に備え、
　前記基準値規定手段は、前記撮影モード種設定手段によって設定される撮影モード種毎
に基準値を規定し、
　前記変更手段は、前記撮影パラメータを前記基準値に変更する変更操作が行われた際に
、前記撮影パラメータを前記撮影モード種設定手段により設定されている撮影モード種に
対応して前記基準値規定手段により規定されている基準値に変更する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の撮像装置。
【請求項５】
　撮影用の光学系部品を駆動する駆動手段を更に備え、
　前記変更手段は、前記撮影パラメータを前記基準値への変更に応じて前記駆動手段を制
御することにより前記光学系部品を駆動させる、
　ようにしたことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記所定の撮影パラメータは、ズーム値、フォーカス値、絞り値のうちの一つ又はその
組合せである、
　ことを特徴とする請求項５に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記撮影パラメータ調整手段は、ユーザによる操作毎に所定量ずつ撮影パラメータの値
を変化させ、
　前記変更手段は、ユーザによる１回の操作で直接的に前記基準値に撮影パラメータを変
更する、
　ようにしたことを特徴とする請求項１～請求項６のいずれかに記載の撮像装置。
【請求項８】
　ズームレンズの焦点距離を撮影条件としてズーム撮影を行う撮像装置であって、
　前記ズームレンズの焦点距離を広角端と望遠端との範囲内でユーザ操作によって任意に
設定するズーム設定手段と、
　前記広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、ズーム倍率を算出する際の基準
値としてユーザ操作によって任意に規定する基準値規定手段と、
　前記ズーム設定手段によりユーザ操作によって任意に設定される、前記基準値規定手段
によりユーザ操作によって任意に規定される基準値よりも広角側を含む焦点距離のズーム
倍率を、前記基準値としての変化しうる焦点距離との比率に応じて変化させて表示するズ
ーム倍率表示手段と、
　を備えることを特徴とする撮像装置。
　ことを特徴とする撮像装置。
【請求項９】
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　前記ズーム倍率表示手段は、前記ズーム設定手段によりユーザ操作によって任意に設定
される焦点距離、が前記基準値規定手段によりユーザ操作によって任意に規定される基準
値よりも広角側である場合は、当該焦点距離が当該基準値よりも望遠側とは異なる表示形
態で、前記比率を表示する、
　ようにしたことを特徴とする請求項８に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　指定された撮影条件で撮影動作を行う撮像装置における撮像方法であって、
　前記指定された撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの基準値が、撮影モードの中
の複数の撮影モード種毎に、第１の値と第２の値の範囲内であって該第１の値と第２の値
を含まない範囲内に規定されている場合に、前記撮影動作を行う際の前記第１の値と第２
の値の範囲内で任意に調整されている前記撮影パラメータを、当該撮像装置の所定位置に
備えられた所定の操作部であって、ユーザ操作によって選択される前記撮影モード種によ
らず共通である所定の操作部に対する１回の操作が、前記撮影動作を実行可能な撮影モー
ドにおいて行われた際に、ユーザ操作によって任意に選択されている前記撮影モード種に
対応して規定されている前記基準値に変更するステップ、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１１】
　指定された撮影条件で撮影動作を行う撮像装置を制御するコンピュータに対して、
　前記指定された撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの基準値が、撮影モードの中
の複数の撮影モード種毎に、第１の値と第２の値の範囲内であって該第１の値と第２の値
を含まない範囲内に規定されている場合に、前記撮影動作を行う際の前記第１の値と第２
の値の範囲内で任意に調整されている前記撮影パラメータを、当該撮像装置の所定位置に
備えられた所定の操作部であって、ユーザ操作によって選択される前記撮影モード種によ
らず共通である所定の操作部に対する１回の操作が、前記撮影動作を実行可能な撮影モー
ドにおいて行われた際に、ユーザ操作によって任意に選択されている前記撮影モード種に
対応して規定されている前記基準値に変更する機能、
　を実現させるためのプログラム。
【請求項１２】
　ズームレンズを備え、前記ズームレンズの焦点距離を撮影条件としてズーム撮影を行う
撮像装置における撮像方法であって、
　前記ズームレンズの広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、ズーム倍率を算
出する際の基準値としてユーザ操作によって任意に規定し、前記基準値よりも広角側を含
み広角端と望遠端との範囲内でユーザ操作によって任意に設定される焦点距離のズーム倍
率を、前記基準値としての変化しうる焦点距離との比率に応じて変化させて表示するステ
ップ、
　を含むことを特徴とする撮像方法。
【請求項１３】
　ズームレンズを備え、前記ズームレンズの焦点距離を撮影条件としてズーム撮影を行う
撮像装置を制御するコンピュータに対して、
　前記ズームレンズの広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、ズーム倍率を算
出する際の基準値としてユーザ操作によって任意に規定し、前記基準値よりも広角側を含
み広角端と望遠端との範囲内でユーザ操作によって任意に設定される焦点距離のズーム倍
率を、前記基準値としての変化しうる焦点距離との比率に応じて変化させて表示する機能
、
　を実現させるためのプログラム。
 
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、指定された撮影条件で撮影動作を行う撮像装置及び撮像方法並びにプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ズームレンズ搭載のデジタルコンパクトカメラ（撮像装置）にあっては、２８～
３５ｍｍ（フィルムサイズ３５ｍｍ換算、以下、同様）を広角端（Ｗｉｄｅ端）側とした
レンズが多く存在し、撮影起動時にはズームレンズの初期位置として、その広角端側（広
角側）に設定されていることが一般的である。一方、近年、ズームレンズの広角化が進ん
でいるが、この広角化はユーザにとって撮影用途が広がって望ましいことである反面、使
用頻度の高いズーム位置は、広角側よりも望遠端（Ｔｅｌｅ端）寄りである場合が多いの
が実情であるが、撮影起動時にズームレンズが広角側に設定されていると、広角側から望
遠端寄りに変更する操作が必要となり、ズームレバーの操作量が多くなり、撮影チャンス
を逃したり、操作が面倒であったり、という問題があった。
　そこで、従来ではそのような対策として、特許文献１のように電源オン時にはズームレ
ンズを広角端と望遠端の間に設定するようにした技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４－１８４６２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上述した特許文献１の技術にあっては、ズームレンズを広角端と望遠端
の間に設定することができるのは、電源オン時に限られ、電源オン後にあってはズームレ
ンズを広角側から望遠側に調整したり、望遠側から広角側に調整したりしなければならな
い場合も多くなることがあり、撮影チャンスを逃したり、操作が面倒であったり、という
問題が依然として残ってしまう。
【０００５】
　本発明の課題は、指定された撮影条件に素早く設定できるようにすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上述した課題を解決するために本発明の撮像装置は、
　指定された撮影条件で撮影動作を行う撮像装置であって、
　当該撮像装置の所定位置に所定の操作部を備え、
　前記撮影動作を行う際の前記撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの値を第１の値
と第２の値の範囲内で任意に調整する撮影パラメータ調整手段と、
　撮影モードの中の複数の撮影モード種のうち、ユーザ操作によって任意の撮影モード種
を選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択される撮影モード種毎に、前記第１の値と第２の値の範囲内
であって該第１の値と第２の値を含まない範囲内に前記撮影パラメータの基準値を規定す
る基準値規定手段と、
　前記撮影パラメータ調整手段によって任意に調整されている撮影パラメータを、前記所
定の操作部であって、前記選択手段によりユーザ操作によって選択される撮影モード種に
よらず共通である所定の操作部に対するユーザによる１回の操作が行われた際に、前記選
択手段によりユーザ操作によって選択されている撮影モード種に対応して前記基準値規定
手段により規定されている基準値に変更する変更手段と、
　を備え、
　前記所定の操作部は、電源オン後に設定される前記撮影動作を実行可能な撮影モードに
おける任意のタイミングで、前記変更手段により前記撮影パラメータを前記基準値に変更
するためのものである、
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　ことを特徴とする撮像装置。
【０００７】
　上述した課題を解決するために本発明の撮像方法は、
　指定された撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの値を第１の値と第２の値の範囲
内で任意に調整するステップと、
　前記第１の値と第２の値の範囲内であって該第１の値と第２の値を含まない範囲内に前
記撮影パラメータの基準値が規定されている場合に、前記任意に調整されている撮影パラ
メータを、所定の操作部に対する１回の操作が行われた際に前記基準値に変更するステッ
プと、
　を含むことを特徴とする撮像方法である。
【０００８】
　上述した課題を解決するために本発明のプログラムは、
　コンピュータに対して、
　指定された撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの値を第１の値と第２の値の範囲
内で任意に調整する機能と、
　前記第１の値と第２の値の範囲内であって該第１の値と第２の値を含まない範囲内に前
記撮影パラメータの基準値を規定する機能と、
　前記任意に調整されている撮影パラメータを、所定の操作部に対する１回の操作が行わ
れた際に前記基準値に変更する機能と、
　を実現させるためのプログラムである。
【０００９】
　上述した課題を解決するために本発明の撮像装置は、
　ズームレンズの焦点距離を撮影条件としてズーム撮影を行う撮像装置であって、
　前記ズームレンズの焦点距離を広角端と望遠端との範囲内で設定するズーム設定手段と
、
　前記広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、ズーム倍率を算出する際の基準
値として規定する基準値規定手段と、
　前記ズーム設定手段により設定される焦点距離と前記基準値としての焦点距離との比率
をズーム倍率として表示するズーム倍率表示手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置である。
【００１０】
　上述した課題を解決するために本発明の撮像方法は、
　ズームレンズの焦点距離を広角端と望遠端との範囲内で設定するステップと、
　前記広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、ズーム倍率を算出する際の基準
値として規定し、前記設定される焦点距離と前記基準値としての焦点距離との比率をズー
ム倍率として表示するステップと、
　を含むことを特徴とする撮像方法である。
【００１１】
　上述した課題を解決するために本発明のプログラムは、
　コンピュータに対して、
　ズームレンズの焦点距離を広角端と望遠端との範囲内で設定する機能と、
　前記広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、ズーム倍率を算出する際の基準
値として規定し、前記設定される焦点距離と前記基準値としての焦点距離との比率をズー
ム倍率として表示する機能と、
　を実現させるためのプログラムである。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、指定された撮影条件に素早く設定することができ、ユーザの負担を軽
減し、シャッタチャンスを逃さない確実な撮影が可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００１３】
【図１】デジタルカメラ（撮像装置）の基本的な構成要素を示したブロック図。
【図２】（１）は、基準値テーブル３ｃを説明するための図、（２）は、基準値選択用の
設定フラグＦを説明するための図。
【図３】電源オンに応じて実行開始されるデジタルカメラの動作（本実施形態の特徴的な
動作）を説明するためのフローチャート。
【図４】図３の動作に続くフローチャート。
【図５】（１）、（２）は、ライブビュー画面に基準値に対するズーム倍率が表示された
状態を例示した図。
【図６】本実施形態の変形例として、基準値に対するズーム倍率を小数の値で表示した場
合を例示した図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図１～図５を参照して本発明の実施形態を説明する。
　図１は、デジタルカメラ（撮像装置）の基本的な構成要素を示したブロック図である。
　デジタルカメラは、静止画像のほかに動画像の撮影も可能なデジタルコンパクトカメラ
であり、撮像機能、計時機能、ズーム機能などの基本的な機能のほかに、ライブビュー画
像を解析することによって現在の撮影シーン（例えば、風景撮影、人物撮影など）を認識
し、その撮影シーンに最適なシャッタスピード、絞り値、ホワイトバランスなどの各種の
撮影条件（撮影パラメータ）を設定可能とした機能（ベストショット撮影機能）を備えて
いる。
【００１５】
　制御部１は、電源部（二次電池）２からの電力供給によって動作し、記憶部３内の各種
のプログラムに応じてこのデジタルカメラの全体動作を制御するもので、この制御部１に
は図示しないＣＰＵ（中央演算処理装置）やメモリなどが設けられている。記憶部３は、
例えば、ＲＯＭ、フラッシュメモリなどを有する構成で、後述する図３及び図４に示した
動作手順に応じて本実施形態を実現するためのプログラムや各種のアプリケーションなど
が格納されているプログラムメモリ３ａと、このデジタルカメラが動作するために必要と
なる各種の情報（例えば、フラグなど）を一時的に記憶するワークメモリ３ｂと、後述す
る基準値テーブル３ｃなどを有している。なお、記憶部３は、例えば、ＳＤカード、ＩＣ
カードなど、着脱自在な可搬型メモリ（記録メディア）を含む構成であってもよく、図示
しないが、通信機能を介してネットワークに接続されている状態においては所定のサーバ
装置側の記憶領域を含むものであってもよい。
【００１６】
　操作部４は、押しボタン式のキーとして、各種のキーを備えている。例えば、操作部４
には、撮影可能な状態とする撮影モードと撮影済み画像を再生する再生モードとの切替え
を指示するモード変更キー４ａ、撮影開始を指示するシャッタキー４ｂ、画角（ズーム）
を調整するズームレバー４ｃ、１回の操作で所定の撮影パラメータ（撮影条件）を所定の
基準値に変更する一発操作キー４ｄのほか、図示省略したが、シャッタスピード、絞り値
、露出などの撮影条件を設定する各種のキー（図示省略）が備えられている。制御部１は
、この操作部４から操作キーに対応して出力される入力操作信号に応じて、対応する処理
を行うようにしている。
【００１７】
　上述の一発操作キー４ｄは、カメラを構えたときに右手親指で操作可能な位置、例えば
、カメラ本体の背面側においてシャッタキー４ｂの近傍に配設されたもので、ワンプッシ
ュ操作（１回の押下操作）で、現在設定されている撮影パラメータの変更を指示するキー
である。表示部５は、高精細液晶ディスプレイあるいは有機ＥＬ（Electro　Luminescenc
e）ディスプレイで、撮影画像（ライブビュー画像）を表示するモニタ画面（ライブビュ
ー画面）となったり、撮影済み画像を再生する再生画面となったりする。
【００１８】
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　撮像部６は、レンズユニット６０を有するほか、図示省略したが、各種のセンサ、アナ
ログ処理部、デジタル処理部を有する構成で、静止画像のほかに動画像の撮影も可能なも
ので、光電変換された画像信号（アナログ値の信号）は、色分離やＲＧＢの色成分毎のゲ
イン調整などが行われた後、デジタル値のデータに変換される。このデジタル変換された
画像データは、色補間処理（デモザイク処理）が施されて表示部５にフルカラー表示され
る。レンズユニット６０は、ズームレンズ６１、絞り・シャッタ６２、フォーカスレンズ
（合焦レンズ）６３、撮像素子（ＣＣＤあるいはＣＭＯＳ）６４を有している。
【００１９】
　撮像部６は、制御部１からの制御信号に応じてズームレンズ６１、絞り・シャッタ６２
、フォーカスレンズ６３を駆動することによりズーム調整、焦点調整、露出調整、撮影開
始／終了を制御したり、光学ズーム処理、フォーカス処理、絞り調整処理、ホワイトバラ
ンス調整処理などを実行したりする。この場合、撮像部６は、撮影用の光学系部品として
のズームレンズ６１、絞り・シャッタ６２、フォーカスレンズ６３をその撮影パラメータ
（ズーム値、フォーカス値、絞り値）に応じて機構駆動させることにより光学ズーム処理
、フォーカス処理、絞り調整処理を行う。なお、本実施形態においては、ズームレンズ６
１として、例えば、１８ｍｍ（広角端）～１４０ｍｍ（望遠端）、７．８倍のレンズを使
用するようにしているが、そのスペックはそれに限らないことは勿論である。
【００２０】
　図２（１）は、基準値テーブル３ｃを説明するための図である。
　基準値テーブル３ｃは、所定の撮影パラメータ（ズーム値、フォーカス値、絞り値）の
基準値を記憶するテーブルで、撮影モードの中の複数の撮影モード種のうち、シーン別の
撮影モード種に応じて変動する基準値（撮影モード種別の基準値）を記憶するほか、撮影
モード種に拘わらず、一定の基準値（固定値）を記憶する構成となっている。撮影パラメ
ータのズーム値（ズームレンズ６１の焦点距離）は、第１の値（広角端の焦点距離）と第
２の値（望遠端の焦点距離）の範囲内で設定されるもので、図示の例ではその範囲として
“１８ｍｍ（広角端）”～“１４０ｍｍ（望遠端）”の場合を示している。また、フォー
カス値は、“１０cm（至近）”～∞（無限遠）の範囲内で設定され、絞り値は、下限値（
Ｆ２．８）～上限値（Ｆ１６）の範囲内で設定される場合を示している。
【００２１】
　シーン別の撮影モード種に応じて変動する基準値（撮影モード種別の基準値）は、例え
ば、風景の撮影シーンであれば、基準ズーム値“１８ｍｍ”、基準フォーカス値“∞”、
基準絞り値“Ｆ８”となっている。また、花の撮影シーンであれば、基準ズーム値“２８
ｍｍ”、基準フォーカス値“１ｍ”、基準絞り値“開放”となっており、また、集合写真
のシーンであれば、基準ズーム値“１８ｍｍ”、基準フォーカス値“５ｍ”、基準絞り値
“Ｆ８”となっている。また、基準値（固定値）の場合は、基準ズーム値“２８ｍｍ”、
基準フォーカス値“１ｍ”、基準絞り値“Ｆ５．６”となっている。
【００２２】
　この基準値テーブル３ｃの内容は、ユーザ操作によって任意に設定されたもので、ユー
ザにあっては、自分の好みに応じて任意の基準値を設定したり、超広角や超望遠撮影以外
の一般の撮影で最も多く使用される値を基準値として設定したりする。また、メーカ出荷
時（初期設定時）の基準値から所望する基準値に変更したり、初期設定時の基準値に戻し
たりすることも可能となっている。制御部１は、現在設定されている撮影パラメータ（ズ
ーム値、フォーカス値、絞り値）を、所定の操作部に対する１回の操作が行われた際に、
その基準値に変更するようにしている。ここで、所定の操作部に対する１回の操作が行わ
れた際とは、撮影パラメータをその基準値に変更する変更操作が行われた際、つまり、一
発操作キー４ｄが操作された際を意味している。制御部１は、一発操作キー４ｄが操作さ
れた際に、基準値テーブル３ｃを参照し、現在設定されている撮影パラメータをその基準
値に変更する処理を行うようにしている。
【００２３】
　図２（２）は、基準値選択用の設定フラグＦを説明するための図である。



(8) JP 5725425 B2 2015.5.27

10

20

30

40

50

　基準値選択用の設定フラグＦは、基準値テーブル３ｃから基準値を選択的に読み出す場
合に、撮影モード種別の基準値を選択するのか、撮影モード種に拘わらず、一定の基準値
（固定値）を選択するのかを示すフラグである。すなわち、基準値選択用の設定フラグＦ
の値が“０”の場合には、基準値として固定値を選択すべきことを示し、“１”又は“２
”の場合には、撮影モード種別の基準値を選択すべきことを示している。
【００２４】
　そして、基準値選択用の設定フラグＦの値が“１”の場合とは、撮影モードの中の複数
の撮影モード種のうち、ユーザ操作によって選択された任意の撮影モード種が設定された
場合に、その撮影モード種別の基準値を選択すべきことを示している。また、基準値選択
用の設定フラグＦの値が“２”の場合とは、ライブビュー画像を解析することによって現
在の撮影シーンを認識することによって選択されたシーン別の撮影モード種が設定された
場合に、その撮影モード種別の基準値を選択すべきことを示している。この基準値選択用
の設定フラグＦは、予めユーザ操作によって任意に設定可能なもので、ユーザは撮影に先
だってその設定を行うようにしている。
【００２５】
　次に、本実施形態におけるデジタルカメラの動作概念を図３及び図４に示すフローチャ
ートを参照して説明する。ここで、これらのフローチャートに記述されている各機能は、
読み取り可能なプログラムコードの形態で格納されており、このプログラムコードにした
がった動作が逐次実行される。また、ネットワークなどの伝送媒体を介して伝送されてき
た上述のプログラムコードに従った動作を逐次実行することもできる。すなわち、記録媒
体のほかに、伝送媒体を介して外部供給されたプログラム／データを利用して本実施形態
特有の動作を実行することもできる。
【００２６】
　図３及び図４は、電源オンに応じて実行開始されるデジタルカメラの動作（本実施形態
の特徴的な動作）を説明するためのフローチャートである。
　先ず、制御部１は、電源オン時の初期化処理として、所定のメモリをクリアするなどの
処理のほか、基準値選択用の設定フラグＦの値を“０”に設定する処理（図３のステップ
Ｓ１）を行った後、撮像部６を起動させて撮影可能な状態に移行させる撮影モード移行処
理を行う（ステップＳ３）。これによって電源オン操作に応じて撮影モードに移行するよ
うになる。そして、図４のステップＳ１７に移り、基準値選択用の設定フラグＦを参照し
、その値は“０”であるかを調べる。
【００２７】
　いま、電源オン時には基準値選択用の設定フラグＦの値は“０”で、基準値として固定
値を選択すべきことを示している場合であるから（ステップＳ１７でＹＥＳ）、次のステ
ップＳ１８に移り、基準値テーブル３ｃを参照し、「固定値」に対応する基準値（ズーム
値、フォーカス値、絞り値）として“２８ｍｍ”、“１ｍ”、“Ｆ５．６”をそれぞれ読
み出し、それらの基準値（固定値）に一発設定する処理を行う（ステップＳ１９）。これ
によってズーム値、フォーカス値、絞り値がその基準値（固定値）に一括設定される。す
なわち、ズーム値を設定する場合にその基準値は“２８ｍｍ”であるからズームレンズ６
１の焦点距離が“２８ｍｍ”となるようにズームレンズ６１を移動させることによってそ
のズーム調整を行う。同様に、フォーカス値、絞り値がその基準値（“１ｍ”、“Ｆ５．
６”）となるようにフォーカスレンズ６３、絞り６２を駆動させて焦点調整、露出調整を
行う。
【００２８】
　そして、この基準値に基づいてズーム倍率を算出し（ステップＳ２０）、このズーム倍
率を表示部５のライブビュー画面に表示させる（ステップＳ２１）。この場合、ズームレ
ンズ６１として１８ｍｍ（広角端）～１４０ｍｍ（望遠端）、７．８倍のレンズを使用し
、その基準値を“２８ｍｍ”としているために、「２８÷２８」の計算によって算出され
たズーム倍率“ｘ１．０”がライブビュー画面に表示される。
【００２９】
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　次に、図３のフローに戻り、撮影モード遷移操作が行われたか（モード変更キー４ａに
より撮影モードに遷移させる操作が行われたか）を調べたり（ステップＳ２）、現在、撮
影モードに設定されているかを調べたりする（ステップＳ１５）。いま、撮影モードのま
まであれば（ステップＳ１５でＹＥＳ）、この撮影モードにおいて一発操作キー４ｄが操
作されたかを調べたり（ステップＳ４）、撮影操作が行われたか（シャッタキー４ｂが操
作されたか）を調べたり（ステップＳ５）、ズームレバー４ｃが操作されたかを調べたり
（ステップＳ７）、再生モード遷移操作が行われたかを調べたり（ステップＳ１２）、そ
の他の操作が行われたかを調べたりする（ステップＳ１３）。
【００３０】
　その他の操作が行われたときには（ステップＳ１３でＹＥＳ）、その操作に応じた処理
を行う（ステップＳ１４）。例えば、シャッタスピード、フォーカス値、絞り値などをマ
ニュアルで設定する操作が行われたときには、その操作に応じた処理として、シャッタス
ピード、フォーカス値、絞り値などの撮影パラメータを設定する処理を行う。また、その
他の操作として、例えば、基準値選択用の設定フラグＦの値を変更する変更指示操作が行
われたときには、その操作に応じて基準値選択用の設定フラグＦの値を変更する処理を行
う。また、その他の操作として、任意の基準値の設定を指示する操作が行われたときには
、基準値テーブル３ｃに対して撮影パラメータ（ズーム値、フォーカス値、絞り値）の基
準値を任意に設定する処理を行う。
【００３１】
　一方、撮影モードにおいて一発操作キー４ｄが操作されたときには（ステップＳ４でＹ
ＥＳ）、図４のフローに移り、基準値選択用の設定フラグＦの値が“０”であるかを調べ
たり（ステップＳ１７）、“１”であるかを調べたりする（ステップＳ２２）。この基準
値選択用の設定フラグＦは、電源オン時に“０”に初期設定されるが、その後は上述の操
作に応じた処理（図３のステップＳ１４）によって任意に変更可能なもので、その値が“
０”のままであれば（ステップＳ１７でＹＥＳ）、上述したステップＳ１８及びＳ１９が
実行される結果、撮影パラメータの基準値（ズーム値、フォーカス値、絞り値）は固定値
のままとなる。
【００３２】
　基準値選択用の設定フラグＦの値が“１”であれば（ステップＳ２２でＹＥＳ）、予め
ユーザ操作によって任意に設定された撮影モード種（現在設定されているシーン別の撮影
モード種）に対応の基準値を選択するために、基準値テーブル３ｃを参照し（ステップＳ
１８）、そのシーン別の撮影モード種に対応付けられている撮影パラメータ（ズーム値、
フォーカス値、絞り値）の基準値を読み出して、それらの基準値に一発設定する処理を行
う（ステップＳ１９）。例えば、風景の撮影シーンであれば、基準ズーム値“１８ｍｍ”
、基準フォーカス値“∞”、基準絞り値“Ｆ８”が設定される。そして、この基準値に対
するズーム倍率を算出して表示する処理を行うが（ステップＳ２０、Ｓ２１）、この場合
、「１８÷１８」の計算によって算出されたズーム倍率“ｘ１．０”がライブビュー画面
に表示される。
【００３３】
　基準値選択用の設定フラグＦが“１”でなければ（ステップＳ２２でＮＯ）、その値は
“２”であると判断して、ステップＳ２３に移り、ライブビュー画像を解析することによ
って撮影シーンを認識し、そのシーン別の撮影モード種を設定する（ステップＳ２４）。
なお、撮影シーンの認識は公知技術を使用して行う。以下、上述の場合と同様に、シーン
別の撮影モード種に対応する基準値を選択するために、基準値テーブル３ｃを参照し（ス
テップＳ１８）、そのシーン別の撮影モード種に対応付けられている撮影パラメータ（ズ
ーム値、フォーカス値、絞り値）の基準値を読み出して、それらの基準値に一発設定する
処理を行う（ステップＳ１９）。そして、この基準値に対するズーム倍率を算出して表示
する処理を行う（ステップＳ２０、Ｓ２１）。例えば、基準値が５０ｍｍであれば、「５
０÷５０」の計算によって算出されたズーム倍率“ｘ１．０”がライブビュー画面に表示
される。
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【００３４】
　また、撮影モードにおいてズームレバー４ｃが操作されたときには（ステップＳ７でＹ
ＥＳ）、その操作方向（時計方向か反時計方向）を検出すると共にその操作量を検出し（
ステップＳ８）、その操作方向及び操作量に応じてズームレンズ６１の移動させることに
よってズーム調整を行う（ステップＳ９）。この場合、電源オン時に撮影パラメータ（ズ
ーム値）はその基準値（固定値）に設定されているので、ユーザにあっては、その基準値
（固定値）を起点として、ズームレバー４ｃをプラス方向又はマイナス方向に操作するこ
とによって所望するズーム値に設定すればよい。次に、この基準値に対するズーム倍率を
算出し（ステップＳ１０）、この基準値に対するズーム倍率を表示部５のライブビュー画
面に表示させる（ステップＳ１１）。
【００３５】
　図５は、ライブビュー画面に基準値に対するズーム倍率が表示された状態を例示した図
である。
　図５（１）は、ズームレバー４ｃの操作によりズーム値がその基準値“２８ｍｍ”に変
更された場合を示した図で、ライブビュー画面の所定の位置には、２８÷１８の計算によ
って算出されたズーム倍率（マイナス表記）として“ｘ－１．５”が表示され、また、ズ
ームレンズ６１の広角端の焦点距離として“１８ｍｍ”が表示される。図５（２）は、ズ
ームレバー４ｃの操作により望遠端“１４０ｍｍ”に設定された場合で、ライブビュー画
面の所定の位置には、１４０÷２８の計算によって算出されたズーム倍率（プラス表記）
として“ｘ．５０”が表示され、また、ズームレンズ６１の広角端の焦点距離として“１
８ｍｍ”が表示される。
【００３６】
　このようにして各種の撮影パラメータが所望の値に設定されている状態において、シャ
ッタキー４ｂが操作されて撮影の開始が指示されると（図３のステップＳ５でＹＥＳ）、
撮影パラメータを撮影条件として撮影された撮影画像を撮像部６から取得して圧縮した後
、その画像を記録保存する撮影処理を行う（ステップＳ６）。その後、上述のステップＳ
２に戻る。また、撮影モードにおいてモード変更キー４ａが操作されて再生モード遷移操
作が行われたときには（ステップＳ１２でＹＥＳ）、ステップＳ１６に移り、再生モード
において操作に応じた処理（再生開始、停止、早送りなど）を行う。その後、ステップＳ
２に移るが、この再生モードにおいて撮影モード遷移操作が行われたときには（ステップ
Ｓ２でＹＥＳ）、撮影モード移行処理（ステップＳ３）を行った後、図４のフローに移り
、以下、上述の動作を繰り返す。
【００３７】
　以上のように、本実施形態において制御部１は、撮像部６に対する撮影パラメータがそ
の第１の値と第２の値の範囲内で設定されている状態において、所定の操作部に対する１
回の操作が行われた際にその設定パラメータをその基準値に変更するようにしたので、こ
の基準値を起点として撮影パラメータの設定操作が可能となり、撮影パラメータを素早く
設定することができ、ユーザの負担を軽減し、シャッタチャンスを逃さない確実な撮影が
可能となる。例えば、撮影パラメータがズーム値の場合、広角端近くでの超広角撮影や望
遠端近くでの超望遠撮影よりも広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離での撮影の
方が良く利用されるという事情を考慮し、その位置（焦点距離）を基準値とすれば、それ
を起点とした撮影パラメータの設定操作が可能となるので、ズームレバー４ｃをプラス方
向又はマイナス方向に操作することによって所望する値に設定する場合に、所望する値が
基準値あるいはその近辺であれば、ズームレバー４ｃの操作が不要となるか、僅かな操作
量で足りことになり、ズームの素早い設定が可能となる。
【００３８】
　一発操作キー４ｄが操作された際に撮影パラメータを基準値に変更するようにしたので
、いつでも一発操作キー４ｄをワンプッシュ操作（１回の操作）するだけで、基準値に変
更され、それを起点として撮影パラメータ（ズーム値、フォーカス値、絞り値）を素早く
変更することが可能となる。
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【００３９】
　更に、電源オン操作が行われた際、又は撮影モード移行変遷操作が行われた際に撮影パ
ラメータを基準値に変更するようにしたので、その操作後に直ちに基準値を起点とした撮
影パラメータの設定操作が可能となる。
【００４０】
　基準値テーブル３ｃに撮影パラメータの基準値を設定可能としたので、撮影パラメータ
の基準値を固定値とせずに撮影状況などに応じた値とすることが可能となる。
【００４１】
　ユーザ操作によって任意の基準値を設定可能としたので、ユーザ個々の使い勝手などに
合わせて基準値を任意に設定することが可能となる。
【００４２】
　撮影モードの中の複数の撮影モード種のうち、ユーザ操作によって任意の撮影モード種
が選択されて設定された場合に、その撮影モード種に対応する基準値を設定するようにし
たので、ユーザが選択した撮影モード種に合った適切な基準値に変更することが可能とな
る。
【００４３】
　ライブビュー画像を解析して撮影シーンを認識し、その撮影シーン別の撮影モード種を
選択して設定した場合に、その撮影モード種に対応する基準値を設定するようにしたので
、被写体や撮影状況に合った適切な基準値に変更することが可能となる。
【００４４】
　基準値への変更に応じてズームレンズ６１、絞り・シャッタ６２、フォーカスレンズ６
３を機構駆動させるようにしたので、撮影条件の変更に時間のかかる機構駆動であっても
基準値の位置を起点として素早く適切に所望する撮影パラメータに変更することが可能と
なる。
【００４５】
　撮影パラメータは、ズーム値、フォーカス値、絞り値を組合せであり、この撮影パラメ
ータ（ズーム値、フォーカス値、絞り値）をそれらの基準値に変更するようにしたので、
ズーム値、フォーカス値、絞り値の一括変更が可能となり、更に操作性を高めることがで
きる。
【００４６】
　ユーザ操作毎に所定量ずつ撮影パラメータの値を変化させるのに対して、一発操作キー
４ｄによる１回の操作で直接的に基準値に撮影パラメータを変更することができるので、
使い勝手が良くなり、操作性の向上を期待することができる。
【００４７】
ズームレンズ６１の広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離がズーム倍率を算出す
る際の基準値として規定されている場合に、広角端と望遠端との範囲内で設定される焦点
距離と基準値としての焦点距離との比率をズーム倍率として表示するようにしたので、広
角端近くでの超広角撮影や望遠端近くでの超望遠撮影よりも広角端から所定量だけ望遠側
に寄った焦点距離での撮影の方が良く利用されるという事情を考慮したズーム倍率の表示
が可能となり、撮影者にあっては、その倍率表示を確認しながらそれを起点として、その
前後のズーム倍率への変更を容易に行うことが可能となる。
【００４８】
　現在設定されるズームレンズ６１の焦点距離が基準値よりも短い場合は、長い場合とは
異なる表示形態（マイナス表記／プラス表記のズーム倍率）で表示するようにしたので、
ユーザにあってはズームレバー４ｃを操作する方向を容易に知ることができ、操作性の向
上に役立つ。
【００４９】
　なお、上述した実施形態においては、現在設定されるズームレンズ６１の焦点距離が基
準値よりも短い場合には、マイナス表記のズーム倍率で表示するようにしたが、その表示
形態は、これに限らず、例えば、図６に示すように「広角端÷基準値＝０．６」を求める
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ことによりズーム倍率を小数の値で表示するようにしてもよい。その他、ズームレンズ６
１の焦点距離が基準値よりも短い場合と長い場合とでは異なる色で表示したり、異なる形
状に変形して表示したりしてもよく、両者を容易に識別可能であれば、その表示形態は問
わず、任意である。
【００５０】
　上述した実施形態においては、複数の撮影パラメータ（ズーム値、フォーカス値、絞り
値）をそれらの基準値に一括変更するようにしたが、ズーム値、フォーカス値、絞り値の
個々に分けて個別に変更するようにしてもよい。例えば、ズーム値、フォーカス値、絞り
値のうち、そのいずれか一つあるいは２以上の組合せを変更対象として指定可能とすれば
、その指定された撮影パラメータのみをその基準値に変更することが可能となる。これに
よって例えば、ユーザ指定に応じてズーム値のみの変更又はズーム値とフォーカス値の一
括変更が可能となる。
【００５１】
　上述した実施形態においては、複数の撮影パラメータ（ズーム値、フォーカス値、絞り
値）のように機構を制御する場合を例示したが、これに限らず、ＩＳＯ感度などのソフト
ウエア制御を行う場合でも同様に適用可能である。
【００５２】
　上述した実施形態においては、撮像装置としてデジタルコンパクトカメラに適用した場
合を示したが、デジタル一眼レフカメラ、カメラ付のパーソナルコンピュータ・ＰＤＡ（
個人向け携帯型情報通信機器）・スマートフォン・タブレット端末装置・電子ゲームなど
に適用するようにしてもよい。
【００５３】
　また、上述した各実施形態において示した“装置”や“部”とは、機能別に複数の筐体
に分離されていてもよく、単一の筐体に限らない。また、上述したフローチャートに記述
した各ステップは、時系列的な処理に限らず、複数のステップを並列的に処理したり、別
個独立して処理したりするようにしてもよい。
【００５４】
　以上、この発明の実施形態について説明したが、この発明は、これに限定されるもので
はなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲を含むものである。
　以下、本願出願の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
（付記）
（請求項１）
　請求項１に記載の発明は、
　指定された撮影条件で撮影動作を行う撮像装置であって、
　当該撮像装置の所定位置に所定の操作部を備え、
　前記撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの値を第１の値と第２の値の範囲内で任
意に調整する撮影パラメータ調整手段と、
　前記第１の値と第２の値の範囲内であって該第１の値と第２の値を含まない範囲内に前
記撮影パラメータの基準値を規定する基準値規定手段と、
　前記撮影パラメータ調整手段によって任意に調整されている撮影パラメータを、前記所
定の操作部に対する１回の操作が行われた際に前記基準値に変更する変更手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項２）
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の撮像装置において、
　前記所定の操作部は、前記変更手段による前記基準値に変更するための専用のボタンで
ある、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項３）
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の撮像装置において、
　前記変更手段は、更に電源オン操作又は前記撮影動作を実行可能な撮影モードに移行さ
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せる撮影モード移行操作が行われた際に前記設定パラメータを前記基準値に変更する、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項４）
　請求項４に記載の発明は、請求項１～請求項３のいずれかに記載の撮像装置において、
　前記基準値を設定する基準値設定手段を更に備える、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項５）
　請求項５に記載の発明は、請求項４に記載の撮像装置において、
　前記基準値設定手段は、ユーザ操作によって任意に設定された基準値を記憶する、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項６）
　請求項６に記載の発明は、請求項４に記載の撮像装置において、
　撮影モードの中の複数の撮影モード種のうち、ユーザ操作によって任意の撮影モード種
を選択する選択手段を更に備え、
　前記基準値設定手段は、前記選択手段によって選択された撮影モード種毎に基準値を設
定し、
　前記変更手段は、前記基準値に変更する変更操作が行われた際に、前記撮影パラメータ
をそのときに選択されている撮影モード種に対応して設定されている基準値に変更する、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項７）
　請求項７に記載の発明は、請求項４に記載の撮像装置において、
　ライブビュー画像を解析する解析手段と、
　撮影モードの中の複数の撮影モード種のうち、前記解析手段により解析された解析結果
に応じて撮影モード種を設定する撮影モード種設定手段と、
　を更に備え、
　前記基準値設定手段は、前記撮影モード種設定手段によって設定された撮影モード種に
応じて基準値を設定し、
　前記変更手段は、前記基準値に変更する変更操作が行われた際に、前記撮影パラメータ
をそのときに設定されている撮影モード種に対応して設定されている基準値に変更する、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項８）
　請求項８に記載の発明は、請求項１～請求項７のいずれかに記載の撮像装置において、
　撮影用の光学系部品を駆動する駆動手段を更に備え、
　前記変更手段は、前記基準値への変更に応じて前記駆動手段を制御することにより前記
光学系部品を駆動させる、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項９）
　請求項９に記載の発明は、請求項８に記載の撮像装置において、
　前記所定の撮影パラメータは、ズーム値、フォーカス値、絞り値のうちの一つ又はその
組合せである、
　ことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１０）
　請求項１０に記載の発明は、請求項１～請求項９のいずれかに記載の撮像装置において
、
　前記撮影パラメータ調整手段は、ユーザによる操作毎に所定量ずつ撮影パラメータの値
を変化させ、
　前記変更手段は、ユーザによる１回の操作で直接的に前記基準値に撮影パラメータを変
更する、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。（請求項１１）
　請求項１１に記載の発明は、
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　ズームレンズの焦点距離を撮影条件としてズーム撮影を行う撮像装置であって、
　前記ズームレンズの焦点距離を広角端と望遠端との範囲内で設定するズーム設定手段と
、
　前記広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、
ズーム倍率を算出する際の基準値として規定する基準値規定手段と、
　前記ズーム設定手段により設定される焦点距離と前記基準値としての焦点距離との比率
をズーム倍率として表示するズーム倍率表示手段と、
　を備えたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１２）
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の撮像装置において、
　前記ズーム倍率表示手段は、前記ズーム設定手段により設定される焦点距離が前記基準
値よりも短い場合は、長い場合とは異なる表示形態で表示する、
　ようにしたことを特徴とする撮像装置である。
（請求項１３）
　請求項１３に記載の発明は、
　指定された撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの値を第１の値と第２の値の範囲
内で任意に調整するステップと、
　前記第１の値と第２の値の範囲内であって該第１の値と第２の値を含まない範囲内に前
記撮影パラメータの基準値が規定されている場合に、前記任意に調整されている撮影パラ
メータを、所定の操作部に対する１回の操作が行われた際に前記基準値に変更するステッ
プと、
　を含むことを特徴とする撮像方法である。
（請求項１４）
　請求項１４に記載の発明は、
　コンピュータに対して、
　指定された撮影条件に含まれる所定の撮影パラメータの値を第１の値と第２の値の範囲
内で任意に調整する機能と、
　前記第１の値と第２の値の範囲内であって該第１の値と第２の値を含まない範囲内に前
記撮影パラメータの基準値を規定する機能と、
　前記任意に調整されている撮影パラメータを、所定の操作部に対する１回の操作が行わ
れた際に前記基準値に変更する機能と、
　を実現させるためのプログラムである。
（請求項１５）
　請求項１５に記載の発明は、
　ズームレンズの焦点距離を広角端と望遠端との範囲内で設定するステップと、
　前記広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、ズーム倍率を算出する際の基準
値として規定し、前記設定される焦点距離と前記基準値としての焦点距離との比率をズー
ム倍率として表示するステップと、
　を含むことを特徴とする撮像方法である。
（請求項１６）
　請求項１６に記載の発明は、
　コンピュータに対して、
　ズームレンズの焦点距離を広角端と望遠端との範囲内で設定する機能と、
　前記広角端から所定量だけ望遠側に寄った焦点距離を、
ズーム倍率を算出する際の基準値として規定し、前記設定される焦点距離と前記基準値と
しての焦点距離との比率をズーム倍率として表示する機能と、
　を実現させるためのプログラムである。
【符号の説明】
【００５５】
　１　制御部
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　３　記憶部
　３ａ　プログラムメモリ
　３ｃ　基準値テーブル
　４　操作部
　４ａ　モード変更キー
　４ｂ　シャッタキー
　４ｃ　ズームレバー
　４ｄ　一発操作キー
　６　撮像部
　６１　ズームレンズ
　６２　絞り・シャッタ
　６３　フォーカスレンズ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】



(17) JP 5725425 B2 2015.5.27

10

フロントページの続き

(56)参考文献  特開２００７－１８４７３３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１８４６２８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－０７４９９９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－１７８４５３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００１－１６０９１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－０５３９７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平１０－１９７７７７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０３５９１８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０３Ｂ　　１７／０２　　　　
              Ｇ０３Ｂ　　１７／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

